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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体を収容するための容器本体と、
　この容器本体の開口部の周囲に装着される支持部材と、
　この支持部材の上に配置される人工乳首と、
　この人工乳首の周囲を前記支持部材に対して挟んで支持固定するベース部材と
　を備えており、
　前記人工乳首が、
　先端に孔を備える乳頭部と、胴部とを有する人工乳首であって、
　前記乳頭部は前記胴部の垂直方向に延びる仮想の中心線Ｌ１よりも偏心させて設けられ
ており、
　かつ前記乳頭部の水平断面が偏平なほぼ楕円形となるように形成されていて、
　前記偏心側は前記乳頭部から前記胴部にかけて緩やかな曲線が連続する外形であり、
　前記偏心側と逆側は、前記乳頭部から前記胴部にかけて連続する曲線のＲ形状が逆にな
ることで外側に突出するように規制部が形成されており、
　哺乳の際には、前記規制部を下側にして口腔内に入れることにより、前記乳頭部の先端
が使用者の硬口蓋と軟口蓋の境界付近にある吸啜窩に達するようにされ、
　前記哺乳時の状態から、吸引するための位置に変えるために、前記容器本体を前記仮想
の中心軸周りにほぼ１８０度回転変位させることにより、使用者の上唇が前記突出した規
制部の前端付近に当接することにより、前記乳頭部の先端が使用者の上歯茎の僅かに内側
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に位置することで、前記吸啜窩に達しないようにされていて
　さらに、前記胴部がフランジ状の基部を備え、この基部には、貫通孔が形成されており
、
　かつ前記胴部及び乳頭部を平面視した際に、該胴部のほぼ中心および該乳頭部のほぼ中
心を通る仮想の直線Ｌ２に対して、該直線Ｌ２と同一の面内で直交するとともに、前記胴
部のほぼ中心を通る仮想の直線Ｌ３上に、前記貫通孔の中心が位置するように形成されて
いる
　ことを特徴とする、飲料容器。
【請求項２】
　前記乳頭部の先端の孔は、基材を表裏に貫通する切り込みを入れることにより形成され
ていることを特徴とする、請求項１に記載の飲料容器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、例えば乳幼児が授乳等に利用する人工乳首を装着した飲料容器に係り、特
に、哺乳運動だけでなく、飲料を吸引により飲む運動を行ったり、練習したりするための
飲料容器に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、人工乳首は、例えば哺乳瓶に取り付けて、乳幼児が瓶体に収容したミルク等を飲む
ために広く用いられている。
また、このような哺乳のための運動を疑似的に行わせる玩具である「おしゃぶり」として
も人工乳首が用いられている。
【０００３】
このような人工乳首では、母乳の場合とできるだけ近い感触で授乳動作ができることが望
ましい。このため、乳首の構造も哺乳運動に適するように作られている。
ここで、授乳の動作である哺乳運動は、後に詳しく述べるように、一般に乳幼児期に限っ
て行われる特殊な運動である。このとき、乳幼児は、乳首を吸引するのでなく、口腔内に
おいて、舌の蠕動様運動を伴う特殊な授乳動作を行っており、従来の人工乳首は、このよ
うな哺乳運動を考慮した構造が種々提案されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、乳幼児は、個人差にもよるが、だいたい生後８ないし９カ月が経過すると、上
述の特殊な哺乳運動ではなく、次第に吸引動作を行うようになってくる。このような吸引
動作は、乳幼児以外の子供や大人が、一般に飲料を摂取する際に行われる動作である。
乳幼児の飲料を摂取する動作は、この哺乳運動から吸引運動に次第に移行するが、哺乳運
動と吸引運動のいずれにも使用できる人工乳首は存在しない。
このため、乳幼児が哺乳運動を行う間に用いる人工乳首と、吸引運動に移行した後，飲料
を飲むのに用いる道具とを別々に購入しなければならなかった。
【０００５】
また、このため、哺乳運動を行っている乳幼児が吸引運動に移行することを助けるための
トレーニングに適した人工乳首が存在しなかった。
【０００６】
　この発明は、上述の問題を解決するためになされたもので、乳幼児が哺乳運動を行う期
間と吸引運動を行う期間の両方にわたって使用できる飲料容器を提供することを目的とし
ている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記目的は、請求項１の発明によれば、液体を収容するための容器本体と、この容器本
体の開口部の周囲に装着される支持部材と、この支持部材の上に配置される人工乳首と、
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この人工乳首の周囲を前記支持部材に対して挟んで支持固定するベース部材とを備えてお
り、前記人工乳首が、先端に孔を備える乳頭部と、胴部とを有する人工乳首であって、前
記乳頭部は前記胴部の垂直方向に延びる仮想の中心線Ｌ１よりも偏心させて設けられてお
り、かつ前記乳頭部の水平断面が偏平なほぼ楕円形となるように形成されていて、前記偏
心側は前記乳頭部から前記胴部にかけて緩やかな曲線が連続する外形であり、前記偏心側
と逆側は、前記乳頭部から前記胴部にかけて連続する曲線のＲ形状が逆になることで外側
に突出するように規制部が形成されており、哺乳の際には、前記規制部を下側にして口腔
内に入れることにより、前記乳頭部の先端が使用者の硬口蓋と軟口蓋の境界付近にある吸
啜窩に達するようにされ、前記哺乳時の状態から、吸引するための位置に変えるために、
前記容器本体を前記仮想の中心軸周りにほぼ１８０度回転変位させることにより、使用者
の上唇が前記突出した規制部の前端付近に当接することにより、前記乳頭部の先端が使用
者の上歯茎の僅かに内側に位置することで、前記吸啜窩に達しないようにされていて、さ
らに、前記胴部がフランジ状の基部を備え、この基部には、貫通孔が形成されており、か
つ前記胴部及び乳頭部を平面視した際に、該胴部のほぼ中心および該乳頭部のほぼ中心を
通る仮想の直線Ｌ２に対して、該直線Ｌ２と同一の面内で直交するとともに、前記胴部の
ほぼ中心を通る仮想の直線Ｌ３上に、前記貫通孔の中心が位置するように形成されている
飲料容器により、達成される。
【０００８】
　請求項１の構成によれば、哺乳時には、乳頭部が使用者の上顎の中央部付近に到達する
。乳幼児の上顎には、哺乳運動を行わなくなる時期に次第に失われていく吸啜窩もしくは
哺乳窩とよばれるものがある。この吸啜窩は上顎中央部付近の凹窩であって、母乳を授乳
する際に乳首の乳頭部が入り込む場所であり、後述するように、乳頭部がこの吸啜窩に入
り込むことで、乳幼児は哺乳運動を行うことができる。
　したがって、哺乳時には、この飲料容器に付けた人工乳首の乳頭部が吸啜窩に入り込む
ことで正しい哺乳運動を可能にする。
【０００９】
　一方、この飲料容器の容器本体をその長手方向の軸回り（仮想線Ｌ１の周囲）に変位さ
せると、人工乳首の上側に規制部が移動してくる。この規制部は人工乳首の乳頭部の中心
と反対の側に設けた膨出部である。この状態で使用者が人工乳首を口に入れると、上顎の
前部歯茎及び上唇が上記規制部に当たって、乳首が口腔内に深く進入しにくい。これによ
り、乳頭部は吸啜窩に達することができないので、正しい哺乳運動を行いにくくなる。
　一方、乳首は口腔内に浅く入っているので、口腔内に広い空間ができるから、この空間
の空気を吸引する運動を促すことになり、通常の大人や子供が行う吸引運動を促すことに
なる。
【００１０】
　しかもこの飲料容器の人工乳首は前記乳頭部の水平断面が偏平なほぼ楕円形となるよう
に形成されている。
　このため、吸引運動を行わせる上で、このような訓練が必要な年齢の乳幼児の口の開き
に対応して、特にその口角よりの隙間が大きくなってしまうことを有効に防止することが
できる。
　さらに、上述した哺乳運動を行う際にも、また人工乳首を軸回りに回転させて上述の吸
引運動を行う場合にも、乳頭部をその偏平形状に対応して、口腔内に入れた時に、基部に
設けた貫通孔は、人工乳首の支持姿勢に関して、下側になることがない。このため、液体
飲料が上記貫通孔を塞ぐことがないので、空気抜きの孔として適切に機能できる。
【００１４】
　また、請求項２の発明によれば、請求項１の構成において、前記乳頭部の先端の孔は、
基材を表裏に貫通する切り込みを入れることにより形成されている。
　これにより、乳頭部を口に含んだときに、乳幼児の成長にともなう蠕動ないし吸引力の
変化に対応し、開口が開く面積が変化し、このためより広い年齢層の使用者に利用される
ことができる。
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【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の好適な実施形態を添付図面を参照しながら、詳細に説明する。
尚、以下に述べる実施形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい種々
の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨
の記載がない限り、これらの態様に限られるものではない。
【００１７】
図１は、本発明の実施形態による飲料容器の全体を示す分解半断面図である。図において
、飲料容器１０は、内部に液体飲料を収容することができるように形成され、上方が開口
された容器本体１１と容器本体１１の開口の周囲に装着される支持部１２と、支持部１２
の上には位置される人工乳首２１と、この人工乳首１２の後述する基部を、上記支持部１
２との間で挟み込んで固定支持するためのベース部１３とを備えている。
【００１８】
上記した容器本体１１は、例えばポリカーボネートやポリプレピレン等の材料により、例
えば透明のボトル状またはコップ状に形成されており、その上端開口１１ｃの周囲には、
ネジ部１１ａと、このネジ部１１ａの下側に、位置決め部としての凸条１１ｂとを備えて
いる。
【００１９】
この飲料容器１０には、把手１４が装着されるようになっている。把手１４は、容器本体
１１の周囲に装着しえる輪状の本体１５と、この輪状の本体１５に一体に形成され、互い
に径方向の反対側に位置している一対の把手部１６，１６を備えている。
そして、容器本体１１の上端開口の周囲に把手１４の輪状の本体１５が装着され、この輪
状の本体１５は、上記位置決め部１１ｂによりそれ以上下降しないように位置決めされる
。
【００２０】
支持部１２は、図１に示されているように、基部１２ａと上部１２ｂを一体に備えている
。そして、基部１２ａ側の下方開口１２ｃは、容器本体１１の開口１１ｃと対応しており
、上部１２ｂ側の開口１２ｄはこれより狭く、後述する人工乳首２１のベース部の外周よ
りも小さく設定されている。
また、支持部１２の基部１２ａの下端付近の内周には、容器本体１１のネジ部１１ａと螺
合するネジ部１２ｅが形成されており、これによって、支持部１２は、容器本体１１の開
口１１ｃの周囲に着脱できるようになっている。そして、これにより、上述した把手１４
を上方から押さえて固定することができるようになっている。
また、上部１２ｂの外周にはネジ部１２ｆが形成されている。
【００２１】
上記支持部１２の上には、図１に示すように、人工乳首２１が配置されるようになってい
る。人工乳首２１は、径の大きな胴部２３と、この胴部２３と一体に形成され、縮径され
た状態でやや長く伸びる乳頭部２２と、胴部２３の下端に形成されたフランジ状の基部２
４とを備えている。人工乳首２１の詳しい構成についてはさらに後述する。
【００２２】
図１に示されているように、人工乳首２１の上側から、ベース部１３が被せられる。この
ベース部１３は、ある程度高さのあるリング状もしくは偏平な筒状に形成されており、図
１の上下方向に貫通している。そして、ベース部１３の下側開口１３ａは、支持部１２の
外周よりも僅かに大きくされており、この下側開口１３ａの内周側にはネジ部１３ｂが形
成されている。これにより、このネジ部１３ｂが、支持部１２のネジ部１２ｆと螺合する
ことにより、着脱自在に固定されるようになっている。
【００２３】
一方、ベース部１３の上部の開口１３ｃは、その内周が開口１３ａよりも小さく形成され
ている。これにより、開口１３ｃの内周縁部は、人工乳首２１の基部であるフランジ部２
４と胴部２３との間の溝２５に入り込むようになっている。これにより、ベース部１３は
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、人工乳首２１の基部２４より上の構造の大半部分が開口１３ｃよりも上に露出する状態
で、フランジ部２４を支持部１２との間に挟み込んで固定することができるようになって
いる。
尚、このベース部１３に上からは、図示しない透明なドーム状のカバーが被せられるよう
になっている。
【００２４】
したがって、飲料容器１０は、容器本体１１に液体飲料を適切に収容することができ、使
用者は、把手１４を持って、この液体飲料を人工乳首２１を介して飲むことができる。
この場合、飲料容器１０は、支持部１２とベース部１３との間に、上記人工乳首２１以外
にも種々の形態の飲み口部を着脱することができる。
【００２５】
図２ないし図４は、上記人工乳首２１の実施形態を示している。
ここで、図２は人工乳首２１の側面図、図３は人工乳首２１の平面図、図４は、図３のＡ
－Ｂ－Ｃ－Ａ線に沿った断面図である。
これらの図において、人工乳首２１は、全体が例えばイソプレンゴムやシリコンゴム，ス
チレンブタジエン共重合体，水添スチレンブタジエン共重合体等のより形成されており、
内部が空洞となった胴部２３を有しており、この胴部２３は略碗状の形状である。胴部２
３には、先端側が次第に細くなる乳頭部２２が一体に設けられていて、この乳頭部２２は
、図２に示すように胴部２３の垂直な仮想の中心線Ｌ１に対して、偏心した位置になって
いる。つまり、図３に示されているように、胴部２３の中心Ｏに対して、図において右よ
りに乳頭部２２の中心ＯＳが位置するように形成されている。
【００２６】
この乳頭部２２は、図３に示すように、その水平断面が偏平な、ほぼ楕円形になるように
されている。そして、図３において、この楕円形は、仮想の中心線Ａ－Ａ線Ｌ３と同一面
内で直交する仮想の中心線Ｌ２に沿って、その短軸がくるようにされている。
これにより、乳頭部２２を使用者が口に含む場合には、例えば図７に示すように、乳頭部
２２の長軸が口Ｍの横方向と一致するようになっている。
また、乳頭部２２の頂点には、図４に示すように、開口２２ａが形成されていて、液体を
強制的に通過させるようになっている。
この開口２２ａは、図５または６に示すように、丸孔ではなく、例えばＸ字状の切り込み
やＹ字状の切り込みにより形成されている。通常、乳頭部の開口を丸孔にすると、乳幼児
の発達段階における吸引力と液体飲料の流量との関係により、月齢を経るにしたがって孔
径を大きくしなければならない。しかしながら、この人工乳首２１では、開口を切り込み
にしたことにより、使用者である哺乳器から離乳期にかけての乳幼児の月齢に対応して、
孔径を変更する必要がない。つまり、開口２２ａをこのような切り込みにより形成するこ
とで、例えば図７のような状態で使用者が乳頭部を口腔内でつぶす力に対応して、開口２
２ａの孔径が可変されるので、あらゆる月齢の使用者に対応することが可能である。
【００２７】
また、図２に示すように、人工乳首２１の図において、右側、つまり、乳頭部２２が偏心
して設けられている側（以下、「偏心側」という）は、乳頭部２２から胴部２３にかけて
ゆるやかな曲線Ｒ１により連続された形状となっている。これにより、乳幼児がこの部分
を上にして人工乳首２１を口に含んだ場合に、上唇に当接する箇所がなく、乳頭部を口腔
内に深く入れることができるようになっている。
これに対して、図２において、人工乳首２１の左側は、乳頭部２２から胴部２３に連続す
る箇所は外形を形成する曲線のＲ方向が逆になっている領域Ｒ２が設けられている。この
Ｒ状に外側に突出する領域に規制部２６が設けられている。これにより、後述するように
、乳幼児に吸引運動を行わせるに際して、この部分を上に位置させて人工乳首２１をくわ
えると、この規制部２６は乳頭部２２の長さと突出箇所との関係において、乳幼児が吸引
運動を行う際に、上唇に当接して、乳頭部２２の先端が上顎の所定領域に達するのを阻止
する形状とされている。
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【００２８】
また、図２において、人工乳首２１の下端部は、胴部２３よりも径の大きなフランジ状の
基部２４とされている。そして、このフランジ部２４には、図３の位置に貫通孔２４ａが
設けられている。この貫通孔２４ａは、人工乳首２１を図１のように飲料容器１０に装着
したときに、外部と連通することで、空気孔として作用するようになっている。
【００２９】
ここで、この貫通孔２４ａは、図３に示すようにその位置を決めて設けられている。すな
わち、乳頭部２２は、偏平に形成したことにより、図７で説明したように、口腔内に含ま
せる場合に方向性を有している。この場合、貫通孔２４ａは、図２において、フランジ部
２４の仮想線Ｌ３上に配置するのが最も好ましい。これにより、後述するようにして、人
工乳首２１を介して液体飲料を飲用しようとするときには、この貫通孔２４ａが人工乳首
２１の下側に位置することがなく、必ず側方に位置することになる。これにより、貫通孔
２４ａが容器本体１１に収容されている液体容器により塞がれることがなく、空気孔とし
ての機能を十分果たすことができる。
この点、図１の飲料容器１０の把手１４との関係も同じである。把手１４は、人工乳首２
１を図１のように装着したときには、必ず図３の仮想線Ｌ３上に配置されるように位置決
めされる。これにより、乳幼児が手を添えるための把手１４と、人工乳首２１の偏平方法
及び貫通孔２４ａの位置が決定される。
【００３０】
本実施形態の飲料容器１０と人工乳首２１は以上のように構成されており、次にその使用
方法を説明する。
先ず、飲料容器１０と人工乳首２１の使用方法を説明するにあたって、乳幼児の哺乳運動
の特徴を説明する。
図８及び９は、乳幼児が哺乳運動を行っている口腔内の状態を、超音波断層撮影装置を用
いて撮影した連続画像を図示したものである。
【００３１】
図８（ａ）において、哺乳運動を行う乳幼児の上顎３１のほぼ中央付近であって、その軟
口蓋と硬口蓋との境界付近を終端（最も奥側）として、硬口蓋に吸啜窩または哺乳窩と呼
ばれる窪み３２が存在する。この吸啜窩３２は、乳幼児が授乳のため哺乳運動する期間だ
け持っていて、その後成長するにつれて無くなるものである。
そして、哺乳運動にあっては、母親等の乳首３３は、口腔内でこの吸啜窩３２に入り込む
。この状態で口腔内では舌３４が下から乳首３３に当たり、さらに舌の側面がせりあがっ
て、乳首を包むように密着する。
【００３２】
次いで、図８（ｂ）（ｃ）に示すように、舌３４の前方がもりあがって、乳首３３を下か
ら押し、この動きは図９（ａ）乃至（ｃ）に示すように、次第に舌３４の後方へ波うつよ
うに移動していく。
この過程で、舌３４の上述した蠕動様運動により、乳首３３は根元から先端に向けて絞ら
れると共に、一吸啜毎に、図９で示す舌３４の根元側の上顎への密着が開放されるときに
陰圧が生じることによって、授乳が行われている。
【００３３】
したがって、乳幼児の哺乳動作においては、乳首３３を噛むことは行われておらず、また
、息を吸い込むことで口腔内を陰圧にして吸い込む吸引運動を行われていない。
そして、上述のような哺乳運動は、乳首３３が乳幼児の上顎の吸啜窩３２に密着すること
により可能となる。
【００３４】
以上の哺乳運動の原理を前提として、人工乳首２１における哺乳運動を説明する。
図１０は、上述した飲料容器１０にミルク等の飲料を収容して、人工乳首２１を装着し、
通常の哺乳運動により飲用させる場合である。この場合には、人工乳首２１の規制部２６
を下側に位置させて、図示のように使用者である乳幼児は人工乳首２１をくわえる。
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この時、本実施形態の人工乳首２１の上側には、偏心側が位置して、その上面Ｒ１は乳頭
部２２から胴部２３にかけて略フラットであるか、わずかに膨らんでいるので、乳幼児の
上歯茎４２及び上唇４１と干渉することがなく、乳頭部２２は口腔内に進入し、上顎の略
中央付近に達することができる。より正確には、乳頭部２２の先端は、硬口蓋と軟口蓋の
境界付近に達することができる。
この領域には吸啜窩３２が存在し、乳頭部１２はこの吸啜窩３２に入り込むことができ、
乳幼児は上述のような哺乳運動を支障なく行うことができる。
【００３５】
これに対して、人工乳首１０を用いて吸引運動により乳幼児に飲料を飲用させる場合には
、図１１に示すようにする。
図１１では、矢印で示すように、飲料容器１０を中心軸の周囲で回転させることで、人工
乳首２１を図１０の位置から、その長手方向に沿った軸の回りに約１８０度回転変位させ
る。これにより、人工乳首２１の規制部２６が図１１において、上側に位置するようにな
る。
【００３６】
この状態で、乳幼児が人工乳首２１をくわえると、乳幼児の上唇４１は、上方にもりあが
っている人工乳首２１の規制部２６の前端付近（Ｒ２の領域）と干渉する。このため、図
１１に示されているように、人工乳首２１の乳頭部２２は口腔内に深く入り込むことがで
きず、例えば乳頭部２２の先端は上歯茎４２の僅かに内側に位置することになる。
したがって、乳頭部２２は硬口蓋と軟口蓋の境界付近に達することができないことから、
乳頭部２２は、吸啜窩３２に入り込むことができず、哺乳運動をすることができない。
【００３７】
一方、図１１では、口腔内で乳頭部２２が乳幼児の歯茎の付近に位置しているから、乳幼
児は乳頭部をこの歯茎及び上下の唇で保持しようとし、このため、図示するように口腔内
には比較的大きな空間Ｓが生じる。
この状態で、飲料容器１０の飲料を飲むためには、この口腔内の空間Ｓを陰圧とする必要
があり、かくして乳幼児は、息を吸ってこの空間Ｓ内を陰圧とする運動、すなわち吸引運
動を行うこと、もしくはその練習が可能となる。
【００３８】
特に、この場合、図７で説明したように、乳頭部２２が偏平であることから、乳幼児が不
得意とする口をすぼめて口角付近の隙間を小さくすることが、変形な乳頭部２２を図示さ
れているように食わせることで実現される。つまり偏平な乳頭部の短軸にあわせて口を開
けることで、自然に口角付近の隙間Ｇ，Ｇが小さくなり、飲料が外にこぼれることが少な
くなる。
【００３９】
このように、本実施形態の飲料容器１０と人工乳首２１によれば、図１０に示すように用
いることで、授乳期間中の乳幼児が正しく哺乳運動を行って飲料を飲むことができ、乳幼
児が次第に成長したら、人工乳首２１を口腔内へ差し入れる際に図１１のように変位させ
るだけで、吸引運動により飲用することができる。したがって、乳幼児の成長段階に対応
して異なる道具を購入する必要がなく、哺乳運動から吸引運動への移行を徐々に進めるこ
とが可能である。
【００４０】
本発明の人工乳首は、上述の実施形態に限定されない。
例えば人工乳首２１の下部の構造を一般の「おしゃぶり」等の形状に変更すれば、哺乳運
動と吸引運動との両方に対応した「おしゃぶり」等の玩具に応用することができる。
また、人工乳首２１の下部の構造をを変えて、哺乳瓶に対して、人工乳首２１が傾斜して
取り付けられるようにしてもよい。
【００４１】
【発明の効果】
　以上述べたように、本発明によれば、乳幼児が哺乳運動を行う期間と吸引運動を行う期
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係る飲料容器の分解半断面図である。
【図２】図１の飲料容器に用いる人工乳首の実施形態の側面図である。
【図３】図２の人工乳首の平面図である。
【図４】図２の人工乳首のＡ－Ｂ－ＣＡ線断面図である。
【図５】図２の人工乳首の乳頭部の拡大平面図である。
【図６】図２の人工乳首の乳頭部の拡大平面図である。
【図７】図２の人工乳首を口腔内にいれたときの乳頭部と口の開き方の関係を説明する図
である。
【図８】乳幼児が哺乳運動をおこなっているときの口腔内の様子を超音波断層撮影装置を
用いて撮影した連続画像を連続的に図示した図である。
【図９】乳幼児が哺乳運動をおこなっているときの口腔内の様子を超音波断層撮影装置を
用いて撮影した連続画像を連続的に図示した図である。
【図１０】図２の人工乳首を用いて哺乳運動を行う様子を示す説明図である。
【図１１】図２の人工乳首を用いて吸引運動を行う様子を示す説明図である。
【符号の説明】
１０・・・飲料容器、１１・・・容器本体、１２・・・支持部、１３・・・ベース部、１
４・・・把手、２１・・・人工乳首、２２・・・乳頭部、２３・・・胴部、２４・・・フ
ランジ部（基部）、２６・・・規制部、３１・・・上顎、３２・・・吸啜窩、３３・・・
乳首、３４・・・舌、４１・・・上唇、４２・・・上歯茎、Ｓ・・・空間。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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